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平 成 １ ９ 年 度  八 尾 市 財 政 健 全 化 
及 び 経 営 健 全 化 審 査 意 見 に つ い て 

 

 

 
 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により

審査に付された平成１９年度決算にかかる健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定

の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、次のとおり意見書を提出する。

  



平成１９年度 八尾市財政健全化審査意見書 

 

第１  審査の対象 

平成１９年度決算にかかる健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類 

 

第２  審査の期間 

平成２０年７月２４日から同年８月２２日まで 

 

第３  審査の概要 

市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

が適正に作成されているかどうかを主眼とし、必要に応じて担当職員の説明を聴取する

などして審査を実施した。  

 

第４  審査の結果 

（１）総合意見 

審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

（単位：％） 

年度・基準 

各比率 
平成１９年度 早期健全化基準 財政再生基準 

①実 質 赤 字 比 率 ― １１.２５ ２０.００ 

②連結実質赤字比率 ― １６.２５ ４０.００ 

③実質公債費比率 ７.４ ２５.０ ３５.０ 

④将 来 負 担 比 率 ８３.１ ３５０.０  

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がないため、それぞれ「―」と表示してい

る。 

※連結実質赤字比率の財政再生基準は、本則においては 30.00％と規定されているが、経

過措置が設けられており、平成20、21年度決算は 40.00％、平成 22年度決算は35.00％

となっている。 

 

①実 質 赤 字 比 率・・・一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

②連結実質赤字比率・・・全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政

規模に対する比率 

③実質公債費比率・・・一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政

規模に対する比率 

④将 来 負 担 比 率・・・一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対

する比率 
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（２）個別意見 

① 実質赤字比率について 

本市において平成１９年度の実質赤字額はなく、健全段階にある。 

② 連結実質赤字比率について 

本市において平成１９年度の連結実質赤字額はなく、健全段階にある。 

③ 実質公債費比率について 

本市における平成１９年度の実質公債費比率は７.４％となっており、早期健全化基準

の２５.０％と比較するとこれを下回り、健全段階にある。 

④ 将来負担比率について 

本市における平成１９年度の将来負担比率は８３.１％となっており、早期健全化基準

の３５０.０％と比較するとこれを下回り、健全段階にある。 

 

※健全段階とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する早期健全化基準

に至らない段階をいう。 
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平成１９年度 八尾市経営健全化審査意見書 

 

第１  審査の対象 

平成１９年度八尾市公共下水道事業特別会計、八尾市病院事業会計及び八尾市水道事

業会計決算にかかる資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

第２  審査の期間 

平成２０年７月２４日から同年８月２２日まで 

 

第３  審査の概要 

市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が

適正に作成されているかどうかを主眼とし、必要に応じて担当職員の説明を聴取するな

どして審査を実施した。  

 

第４  審査の結果 

（１）総合意見 

審査に付された下記事業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

（単位：％） 

年度・基準 

会計別 
平成１９年度 経営健全化基準 

①公共下水道事業特別 

会計資金不足比率 
― ２０.０ 

②病 院 事 業 会 計 

資 金 不 足 比 率 
― ２０.０ 

③水 道 事 業 会 計 

資 金 不 足 比 率 
― ２０.０ 

※資金不足比率は資金不足額がないため、それぞれ「―」と表示している。 

 

資 金 不 足 比 率・・・公営企業会計ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率 

 

（２）個別意見 

① 公共下水道事業特別会計資金不足比率について 

本会計において平成１９年度の資金不足は生じていないが、資金剰余額が少額である

ことから、今後の事業運営にあっては留意されたい。 

② 病院事業会計資金不足比率について 

本会計において平成１９年度の資金不足は生じていないが、新病院に移転以来、資金

剰余額の減少は恒常的なものとなっており、今後資金不足に陥ることのないよう、十分

留意されたい。 

③ 水道事業会計資金不足比率について 

本会計において平成１９年度の資金不足は生じておらず、健全段階にある。 
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